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○国東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成18年3月31日 

規則第72号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、国東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平

成18年国東市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(申請書) 

第2条 条例第3条の規則で定める申請書は、公の施設の指定管理者指定申請書(様式

第1号)とする。 

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、その他の団体にあっては規約又は

これに相当するもの 

(2) 申請する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年

度の収支決算書及び事業報告書 

(3) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(指定の通知及び告示) 

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当

該指定管理者に公の施設の指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知すると

ともにその旨を告示するものとする。 

(協定の締結) 

第4条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と公の施設の管理に関する協定を締

結しなければならない。 

(事業計画の変更) 

第5条 指定管理者は、公の施設の管理に係る事業計画を変更しようとする場合は、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

(審議会) 

第6条 条例第4条第2項に規定する審議会は、国東市指定管理者選定審議会(以下「審

議会」という。)と称し、市長が必要と認めるときに設置する。 

2 審議会は、公の施設の指定管理者選定に関し必要な意見を提言するものとする。 

3 審議会は、委員5人以内をもって構成し、委員は、公の施設について専門的知識

を有する者のうちから市長が委嘱する。 

4 審議会の委員の報酬及び旅費の額は、国東市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例(平成18年国東市条例第53号)で定める。 

5 審議会は、当該公の施設の管理担当課が運営する。 
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(事業報告書) 

第7条 条例第6条に規定する事業報告書の作成及び提出は、公の施設の指定管理業

務事業報告書(様式第3号)のとおりとし、毎年度事業の終了後又は指定を取り消さ

れた日後60日以内に提出するものとする。 

2 条例第6条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 利用を制限したことがある場合は、その状況及び理由 

(2) 第5条に規定する承認を受けた場合を除き、事業計画と異なる管理を行った

場合は、その状況及び理由 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(変更事項の届出等) 

第8条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があった

ときは、指定管理者変更事項届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出な

ければならない。 

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するもの

とする。 

(平20規則19・追加) 

(指定取消し等の通知及び告示) 

第9条 市長は、条例第8条に規定する取消し又は業務停止を命じるときは、指定管

理者指定取消(業務停止)命令書(様式第5号)をもって当該指定管理者に通知する

とともにその旨を告示するものとする。 

(平20規則19・旧第8条繰下・一部改正) 

(その他) 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

(平20規則19・旧第9条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国見町公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例施行規則(平成17年国見町規則第5号)、国東町公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年国東町規則第8号)、武蔵

町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年武蔵町

規則第9号)又は安岐町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規

則(平成17年安岐町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それ

ぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成20年3月21日規則第19号) 
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この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第1号(第2条関係) 

様式第2号(第3条関係) 

様式第3号(第7条関係) 

様式第4号(第8条関係) 

(平20規則19・追加) 

様式第5号(第9条関係) 

(平20規則19・旧様式第4号繰下・一部改正) 

 


